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令和５ 年 １１月 １０ 日

公益社団法人日本医師会

　

御中

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課

第十八改正日本薬局方正誤表の送付について （その２）

標記について、別添写しのとおり各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課宛に連絡
しま したので、 お知らせいたします。
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令和５年 １１月 １０

　

日

各都道府県衛生主管部 （局） 薬務主管課

　

御中

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課

第十八改正日本薬局方正誤表の送付について，（その２）

　

第十八改正日本薬局方 （令和３年厚生労働省告示第２２０号） につきまして、 一部に

誤植等がありましたので別紙のとおり正誤表を送付いたします。



第十八改正日本薬局方告示版に対する正誤表 （その２）

１． 一般試験法

該当箇所 頁、左右 ↓／Ｔ、行 正 誤

９．４１試薬・試液

アンモニア水（２８）
２１８、 左 ↓８

アンモニア水（２８） ｉＨ３

　

区８０８５， アンモニア
水， 特級， 密度約０‐９０ｇ幽ＩＬ， 含量２８ ～ ３０％］

アンモニア水（２８） トｎ蓋 Ｉ

　

Ｂ二８０８５， アンモニア
水， 特級， 密度約０‐９０， 含量２８ ～ ３０％Ｉ

２． 医薬品各条 （化学薬品等）

該当箇所 頁、左右 ↓／↑、行 正 誤

ビカノレタミド １３７１、 左 Ｔ２０

ただし，試料溶液のビカルタミドに対する相対保

持時間約０‐２１及び約０．２５の類縁物質 Ｇ，約０．２３

の類縁物質１，類縁物質Ｍ，類縁物質Ｎ，約０‐５５

の類縁物質０， 約０．９５の類縁物質Ａ， 類縁物質

Ｋ及び約１．０９の類縁物質Ｐのピークの面積は自

動積分法で求めた面積にそれぞれ感度係数０．５，
０．５， ０．５， ０．４， ０．７， ０‐５， １‐１， ０．９及 び ０．７ を乗

じた値とする．

ただし，試料溶液のビカルタミドに対する相対保

持時間約０‐２１及び約０．２５の類縁物質Ｇ，約０‐２３

の類縁物質１，類縁物質Ｍ，類縁物質Ｎ，約０‐５５

の類縁物質０，約０‐９５の類縁物質Ａ，類縁物質Ｌ

及び約１．０９の類縁物質Ｐのピークの面積は自動

積分法で求めた面積にそれぞれ感度係数 ０‐５，

０．５， ０．５， ０．４， ０．７， ０．５， １．１， ０．９ 及 び ０．７ を乗

じた値とする．

ロキソプロフェンナトリウム水和物 １８４２、 右 ↑１６ １２２６７２／‐９６‐６１ ８０３８２‐２３－

１


